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本川地区　春の風景（写真提供：山の案内所）

いの町防災・行政アプリ （防災、行政情報をプッシュ通知）

いの町防災行政無線の放送内容確認 ☎ ８９３-１２１３

GooglePlayで
「ライフビジョン（スマホ版）」検索

Android用 →

AppStoreで
「ライフビジョン」検索

iPhone用 →

いの町の人口（令和８年２月末現在）

４月の納税

　総人口　20,459（20,756）
　男　性　  9,786（  9,951）
　女　性　10,673（10,805）
　世帯数　10,154（10,164）
（　）内は前年同月末日　※住民基本台帳人口による

・固定資産税　　　　全納・1期
※便利で安心な口座振替をご利用ください。
　納税等に関するご相談は、
　債権管理課　☎ ８９３-１１１８

いの町公式ホームページいの町公式ホームページ
https://www.town.ino.kochi.jp/https://www.town.ino.kochi.jp/

いの町公式インスタグラムいの町公式インスタグラム
https://www.instagram.com/ino_town/https://www.instagram.com/ino_town/
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※いの・ごめん月極駐車場有り

はパーク＆ライドの駐車場
最寄り停留場です

[URL]http://www.tosaden.co.jp/train/pr.php

「防災行政無線の放送が聞き取りにくい！聞こえない！」を解決します。
　町では、防災行政無線の放送内容や町公式ホームページからの新着情報など、日常時や災害時に役立つ情報
を、音声・文字などで分かりやすくお知らせする無料情報ポータルアプリ「いの町防災・行政アプリ」を提供
しています。住民生活に役立てることができますので、是非、登録をお願いします。
　スマートフォン版アプリを利用開始するには、専用アプリ「ライフビジョン」をインストールして初期設定
を行う必要があります。設定方法は次のとおりです。

右の二次元コードを読み取るか、

GooglePlayで「ライフビジョン（スマホ版）」

AppStoreで「ライフビジョン」で検索

①インストールボタンをタップし、ご自分のAppleまたは
GoogleアカウントのIDとパスワードを入力、アプリを
インストールしてください。

②インストール完了後、スマートフォンのホーム画面に、

　　　　　　　　このアイコンが
　　　　　　　　表示されます。

　アイコンをタップしてください。

い の 町

Android用 iphone用

「ライフビジョン」アプリを検索する

「ライフビジョン」アプリをインストールする

STEP１．

STEP２．
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※利用料は無料ですが、通信料は利用者の負担になります。　
   利用者の環境や機器によって、一部または全部の機能が利用できない場合があります。　

①「地域を選択してログイン」を
　選択

④お住いの地域をタップし、
　「決定」を選択

②郵便番号を入力してから
　「検索」を選択

※町内の郵便番号であれば
　大丈夫です。
 （例）いの町　7812100 

⑤受信を希望する情報をONに
　切り替えて、「決定」を選択

③自治体名が表示されたら
　「次へ」を選択

⑥利用規約確認画面で
　「同意する」を選択
　トップ画面が表示されます

以上で設定は完了となります

いの町全域

伊野地区

吾北地区

本川地区

「ライフビジョン」アプリの初期設定を行うSTEP３．
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第30回　仁淀川紙のこいのぼりを開催します
　毎年GWの恒例、「仁淀川紙のこいのぼり」を今年も開催します。水中を泳ぐ紙のこいのぼりや、地元の美
味しいものや雑貨が並ぶ仁淀川ふるさと市のほか、宝探しなどのイベントもあります。
▶期　間　５月３日（日・祝）～５月５日（火・祝）
▶場　所　県道39号仁淀川橋下（いの町波川河原）
▶日　程　５月３日（日・祝）	オープニング	   9：00～
	 仁淀川ふるさと市	   9：00～16：00
	 こい流し	   9：30～
	 吾北清流太鼓パフォーマンス	 13：00～
	 宝探し（小学生以下対象）	 15：00～
　　　　　５月４日（月・祝）	仁淀川ふるさと市	   9：00～16：00
	 アメゴつかみどり	 10：00〜
	 （小学生以下対象）（１回15分・１人３匹まで）
　　　　　　　　　　　　　　※チケット制・チケットは事前販売。
　　　　　　　　　　　　　　※アメゴが残っていた場合は、当日券を販売します。
	 越知中学校吹奏楽部＆越知吹奏楽団演奏  11：00〜
	 宝探し（小学生以下対象）	 　　　　  15：00～ 
	 光るこいのぼり（50匹のこいのぼりを点灯予定）　18：00〜
　　　　　５月５日（火・祝）	仁淀川ふるさと市	   9：00～16：00
	 ちょいふる（アンサンブル）演奏	 13：00～
	 水中こいのぼりプレゼント	 15：30〜
	 ※こいのぼりプレゼントは開始30分前に河原で整理券を配布します。
▶主　催　仁淀川紙のこいのぼり実行委員会
▪問い合わせ　※内容・時間は変更になる場合があります。
　　　　　　　※新着情報はいの町及びいの町観光協会のホームページ、公式SNSで随時お知らせします。

産業経済課　
☎ ８９３-１１１５

 いの町観光協会
☎ ８９３-１２１１

道の駅633美の里出荷協議会　会員募集
　道の駅633美の里では直販所への出荷を行う出荷協議会の会員を募集中です。
　令和７年度から入会の条件を「いの町で生産を行う者」と改正し、伊野、本川
地区の方も入会可能となりました。
　丹精を込めたその野菜、町の『おいしい』に変えませんか？
▶入　会　費　3,000円（入会年度の年会費2,000円含む。）
▶対 象 品 目　野菜、加工品、惣菜、工芸品、手芸品等　※不定期、少量でも可能です。
▶出荷手数料　・正会員　13％　※正会員は土日祝日に当番制のレジサポートなどの販売支援が有ります。
　　　　　　　・準会員　20％
▪申込・問い合わせ　 吾北  産業課　☎ ８６７-２３１３
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ご存知ですか？　地域の身近な相談相手「民生委員・児童委員」
▶伊野地区民生委員・児童委員の活動～ひとり暮らし友愛訪問の給配食事業～
　伊野地区では、共同募金（歳末たすけあい募金）の助成事業を活用し、毎年旧正月の時期に民生委員・児童
委員が、地域見守り台帳に登録されている75歳以上のひとり暮らしの方々に手作り弁当を配っています。弁当
作りは、前日から出汁をとったり、野菜の下準備をし、当日は早朝から、ちらし寿司・玉子焼き・煮物の調理、
盛り付けなど、それぞれ役割分担をして、約600食を準備しました。その後、地域の民生委員・児童委員がひ
とりひとりに手渡しで配っていきました。
　お弁当を受け取った方々からは、「毎年このお弁当が届くのを楽しみにしています。」「気持ちがほっこりする
やさしい味です。」「普段から家を訪ねてくれたり、声がけしてくれたりして、毎日安心して過ごせます。」と
いった感謝のお言葉をいただきました。
　この活動は日ごろの見守りも兼ねています。民生委員・児童委員は、一年を通じて定期的にひとり暮らしの
高齢者のご自宅への訪問や声がけなども行っています。
▪問い合わせ　いの町民生委員児童委員協議会連合会事務局（いの町社会福祉協議会内）　☎ ８９２-０５１５

今春からの診療体制について仁淀病院からのお知らせ
院長　瀬尾　宏美

　昨年の広報いの９月号で、総合診療のご案内をさせていただき、多くの方に「広報を見たよ」と受診してい
ただきました。大変うれしかったです。これからも「受診しやすい病院」をめざして、診療体制を充実してま
いります。
　令和８年１月に高知大学から武内世生（たけうちせいしょう）医師（総合診療）が赴任しました。武内医師
は佐川町の出身で、長らく総合診療に従事した後、仁淀病院に来ていただきました。さっそく外来や入院で診
療していますが、同時に「感染対策」や「医療安全」の専門家として、医療の質向上に取り組んでいます。
　４月からは、塩田尚史（しおたなおふみ）医師（整形外科）、北村聡子（きたむらさとこ）医師（総合診療）
の２名が赴任します。塩田医師はいの町の出身で、高知大学整形外科の支援で赴任が実現しました。整形外科
は住民の皆様から希望の多い診療科です。これからは骨折しても仁淀病院で治療ができるようになります。ま
た北村医師は高知市の出身で、大学病院で長らく総合診療に従事した後、仁淀病院に来ていただきます。漢方
にも詳しく、すでに多くの患者さんが受診されています。
　また５月からは、高橋千比呂（たかはしちひろ）医師（内科）が育児休業から復帰します。高橋医師は胃腸
が専門で、外来や入院のほか、内視鏡検査も担当します。さらに、眼科では白内障手術を開始いたします。白
内障手術は、いの町でも多くの方が「手術待ち」となっています。少しでも待ち状態の解消に貢献できること
を目指しています。
　なお９月号でご案内した「総合診療」ですが、４月からは毎日、診療を行います。平日は曜日にかかわらず
受診いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
▪問い合わせ　いの町立国民健康保険　仁淀病院　☎ ８９３-１５５１
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社会福祉法人 伊野福祉会
波川

エリア

日高村 高知市

駅前

エリア

天王

エリア

枝川

エリア

元気でいきいき暮らしたい～の No.144
ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内） ☎ ８９３-３８１１

人権擁護委員 （敬称略）

岡林　敬介 井上　美智 坂本　美加
山本　周児 鍋島　亨子 高橋美智子

行政相談委員 （敬称略）

土居　　晃 高橋　惠助

▪ご相談等に関する問い合わせ
　ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内）
		  ☎ ８９３-３８１０
　総務課	 ☎ ８９３-１１１３
　 吾北  住民福祉課	 ☎ ８６７-２３００
　 本川  住民福祉課	 ☎ ８６９-２１１２

法務局相談窓口・問い合わせ
祝休日を除く月曜日から金曜日まで　受付 8：30～17：15
高知地方法務局人権擁護課 ☎ ８２２-３５０３
みんなの人権１１０番 ☎ ０５７０-００３-１１０
こどもの人権１１０番 ☎ ０１２０-００７-１１０

人権擁護委員無料相談のご案内
地区 今月の相談日 相談時間 開　催　場　所

伊野 4月15日（水） 13：00～15：00 すこやかセンター伊野
小会議室

行政相談委員無料相談のご案内
地区 今月の相談日 相談時間 開　催　場　所

伊野 4月15日（水） 13：00～15：00 すこやかセンター伊野
小会議室

　春は生活が変わる季節。忙しくなる前に、 今年の健診・検診の予定を立てましょう。
　混み合う時期もあるため、早めに予約しておくことがおすすめです。

健診・検診を受けましょう！

特定健診・がん検診Q&A 

なぜ健診・検診
必要?

特定健診
とは?

去年「異常なし」
だったから、
今年は受けなくて
もいい?

がん検診は、
なぜ定期的に
受けた方がいい?

・生活習慣病もがんも、早い時期は自覚症状が出にくいことがあります。
・自分では気づかないからだの変化について、健診で確認することが大

切です。

・血圧・血糖・脂質などを確認し、生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質異常
症など）の兆しを早めに見つけるための健診です。

・生活習慣病は進行すると、心臓病や脳卒中などのリスクにもつながるため、
毎年のチェックで“早めの生活改善”につなげることが重要です。

・がんは種類によって、早期は症状がほとんどないことがあります。
・定期的に受けることで、早い段階で見つかり、治療の選択肢が広がる可能

性があります。

・体の状態は少しずつ変わるため、毎年受けることで、
前年との比較ができます。

・変化に気づき、今の健康を維持するためにも、毎年
受けることをおすすめします。

年１回の健診・検診を受けましょう。 
健診の詳細は、折り込みの「令和８年度版いの町健康ガイド」を ご確認ください。 
ご不明な点は、ほけん福祉課（☎ ８９３-３８１１）まで お問い合わせください。

Q1

Q2

Q4

Q3
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いの町新町20－1

TEL 088-893-5161

◆ 日帰り白内障手術
◆ ＯＣＴ（光干渉断層計）

院長　山　岡　昭　宏～13:00

▶子育てサービス　※乳幼児健診は個別に通知します。
内　　　容 日　程 場　　　　所 受付時間

お や こ っ こ た い む
（ 育 児 相 談 ）

4月 7日 火 枝川コミュニティセンター
９：30～10：304月 21日 火 総合健康センター（ぐりぐらひろば）

5月 12日 火 天王コミュニティセンター
5月 26日 火 総合健康センター（ぐりぐらひろば）

４ か 月 児 健 診 4月 9日 木
すこやかセンター伊野 13：00～７ か 月 児 健 診 5月 14日 木

１ 歳 ６ か 月 児 健 診 4月 30日 木
３ 歳 児 健 診 5月 28日 木
離 乳 食 講 習 会 5月 22日 金 すこやかセンター伊野 ９：50～10：00

予約制です

＜健康相談＞
　病気や健康についてご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。
　なお、来所相談をご希望される方は事前にご連絡ください。
▪申込・問い合わせ　⃝子 育 て サ ー ビ ス → こども家庭センター	 ☎ ８９３‒３８１８
　　　　　　　　　　⃝成人健診（検診）健康相談 → ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内）	☎ ８９３‒３８１１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  吾北  住民福祉課	 ☎ ８６７‒２３００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  本川  住民福祉課	 ☎ ８６９‒２１１２

休
日
当
番
医

４
　
月

５（日）さくら病院 ☎ 893-5111
１２（日）仁淀病院 ☎ 893-1551
１９（日）WESTほね関節クリニック ☎ 850-8811
２６（日）さくら病院 ☎ 893-5111
２９（水）とんぼクリニック ☎ 879-0222

5
　
月

３（日）仁淀病院 ☎ 893-1551
４（月）さくら病院 ☎ 893-5111
５（火）とんぼクリニック ☎ 879-0222
６（水）仁淀病院 ☎ 893-1551

１０（日）さくら病院 ☎ 893-5111
１７（日）仁淀病院 ☎ 893-1551
２４（日）さくら病院 ☎ 893-5111
３１（日）仁淀病院 ☎ 893-1551

都合により当番医が変更となる場合があります。
受診の前に電話でご確認ください。

4月・5月の保健行事予定表 ※都合により変更する場合がありますので
ご了承ください。

▶成人健診（検診）予約は、４月６日（月）８：30からです。

集団健診日程
成人健診（検診） 健康診査 肺がん 胃がん 大腸がん

（※有料）
前立腺
がん

乳がん 子宮頸がん 無料
対象年齢

健診日程 30歳以上 40歳以上 50歳以上
の男性

40歳以上
の女性

20歳以上
の女性 会　　場

5月

19日 火 〇 ○
すこやかセンター伊野20日 水 〇 ○

21日 木 〇 ○
26日 火 〇 ○ 下八川小学校体育館

28日 木 ○ 本川保健福祉センター
下八川小学校体育館

※健康診査については、社会保険（扶養）の方は、自己負担が発生します。
◆ 19日（火）のみ午後も実施（胃がんは午前のみ）
◆ 完全予約制となっておりますので、事前にお申し込みください。
◆ 交通手段でお困りの方は、予約の際にご相談ください。
　詳しくは、折り込みの「令和８年度版いの町健康ガイド」をご確認ください。
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　健康診査を受診して生活習慣病等を早期発見し、
病気の重症化を予防しましょう。
　健診日や受診方法等詳しい内容については、折り
込みの「令和８年度版いの町健康ガイド」をご確認
ください。
▶対象者
　高知県後期高齢者医療に加入している方
　※ただし、次に該当される方は対象外です。
　・病院又は診療所に６か月以上継続して入院して

いる方
　・介護施設等に入所中の方
　・同じ年度内に特定健康診査や職場での健康診査

を既に受診している方
▶受診期間　４月１日（水）～令和９年３月31日（水）
▶受診券について
　後期高齢者健康診査を受けるためには、町から郵
送される受診券が必要です。
　次の方には、受診券を事前に送付します。
　・生活習慣病で通院されていない方
　・昭和22年４月１日～昭和26年３月31日生まれ

の方（令和８年度中に76～79歳になる方）

　・令和7年度に後期高齢者健康診査を受診した方
　上記に該当していない方は、受診券のお申し込み
が必要です。
　下記お問い合わせ先までご連絡をお願いします。
▶受診方法
　病院で受診する場合は、直接病院にお申し込みく
ださい。
　町の実施する集団健診を受診する場合は、折り込
みの「令和８年度版いの町健康ガイド」で健診日程
をご確認のうえ、記載のある申込先へお申し込みく
ださい。
　健診当日は、受診券・問診票に加えて、マイナ保
険証・資格確認書のいずれかをご持参ください。
▶自己負担　無料（年度に１回）
※２回目以降は、自己負担となりますのでご注意く

ださい。
▶健診内容
　①問診　②診察　③身体測定　④血圧測定
　⑤肝機能検査　⑥血中脂質検査　⑦血糖検査
　⑧尿検査　⑨腎機能検査　⑩代謝系検査
▪問い合わせ　ほけん福祉課　☎ ８９３‒３８１１

　町では、障がいのある方の社会参加を促進し、活
動範囲を広めることを目的とした福祉タクシー・ガ
ソリンチケット交付事業を実施しています。
　令和８年度分の福祉タクシー・ガソリンチケット
は４月１日（水）から交付します。対象になる方は申
請手続きを行ってください。（土、日、祝日を除く。）
※代理の方でも手続きができます。
▶対象者
　町内に住所を有し、かつ在宅で生活をする方で、
次のいずれかに該当する方（入院・入所中の方は対
象外です。）
⑴身体障害者手帳の交付を受けており、
①視覚障害及び下肢障害もしくは体幹障害の障害等

級が１級～３級の方
②上肢障害及び内部障害の障害等級が１級の方
※複数障害がある場合は個別の等級で確認します。
⑵療育手帳の交付を受けており、障害の程度がＡ１、Ａ２の方
⑶精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、障

害の程度が１級の方
▶金額と枚数　年間15,000円（１枚500円 計30枚）

※また、年度途中で新たに当制度の対象となった方に
ついては、対象となった月に応じて枚数が異なります。

▶交付場所
　ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内）
　各総合支所住民福祉課、町民課、各出張所
▶手続きに必要なもの
　該当する障害者手帳
※代理の方の場合は、代理の方の本人確認書類が必要です。
▶注意事項
・年度内で交付できるのは、１冊だけです。
・チケットを利用できるのは対象者本人です。ただ

し給油に限り、本人名義及び同一生計者名義の自
家用自動車などを、介護者が当該対象者の移動手
段として使用する場合は利用できます。

・チケットを紛失した場合は、再交付はできません。
・在宅の方のみ対象です。(施設に入所している、

病院に入院しているなどの場合は対象外)
▪問い合わせ
　ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内）
	 ☎ ８９３-３８１０

後期高齢者健康診査を受けましょう

いの町福祉タクシー・ガソリンチケットについて

最大 9,000円 相当が無料！



広報いの　2026年4月号広報いの　2026年4月号9

　令和８年度、次の地域で、戦没者のご遺族を対象に慰霊巡拝が行われます。
▶対象地域　東部ニューギニア、北ボルネオ、インド、ギルバート諸島、ウズベキスタン、フィリピン、
　　　　　　ビスマーク諸島、中国東北地方（旧満州地区全域）、硫黄島
▶選考基準　健康状態が良好で、航空機等による長途の旅行及び気候風土の異なる地域における旅行に耐え

られる方（当該戦域における慰霊巡拝に参加していない方を優先）
▪問い合わせ　高知県地域福祉政策課　　　　　　　　　　☎ ８２３-９６６４
　　　　　　　ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内）　☎ ８９３-３８１０

　吾北診療所は、建物の老朽化により安全面・機能面での課題が生じていることから、地域医療を安定して
継続するため、４月から診療場所を吾北中央公民館へ移転することとなりました。
　新しい診療所では、これまでと同様に地域の皆さまの健康を支える診療体制を維持してまいります。
▶新しい診療所 　吾北中央公民館１階会議室
▶診療日、時間　 毎週火曜日14：00～16：00（祝日を除く）
▪問い合わせ　仁淀病院　☎ ８９３‒１５５１

戦没者慰霊巡拝のお知らせ

仁淀病院附属吾北診療所の移転のお知らせ

在宅介護者への支援について

　町では、在宅（住民票及び居住が町内である）で高齢者などを介護している方を支援しています。
▶紙オムツチケットの支給
　対象者／本人が町民税非課税で、介護保険法の規定に基づく要介護認定において要介護２以上で在宅生活
を３か月以上継続しており、常時紙オムツを使用している方（町に納付すべき債務を滞納していない方）
▶家族介護支援金の支給
　対象者／介護保険法の規定に基づく要介護認定において要介護２以上で、在宅生活を３か月以上継続して
いる高齢者などを常時介護している方（町に納付すべき債務を滞納していない方）
　支給を受けるには申請が必要です。詳細はお問い合わせください。
▪問い合わせ　ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内）　☎ ８９３-３８１０

お知らせ ！

自衛官等募集案内

募集種目 資　格 受付期間 試験期日 合格発表
一般曹候補生
（第１回） 18歳以上

33歳未満
（注２）

５月14日
締切

１次（WEB）：５月16日～18日
２次（面接・身体検査）：６月21日

１次：６月４日
最終：７月24日

自衛官候補生（注1）
（第１回）

５月21日
締切

 Web試験：５月23日～25日
 面接・身体検査：５月31日

試験時に
お知らせします

注１　試験種目の名称変更の予定　　注２　32歳の者は、採用予定月の末日現在33歳に達していない者
※ お問い合わせは市町村窓口、または下記へお気軽にどうぞ。
　 パンフレット等もございます。
　 〒780-0061　高知市栄田町２-２-10
 　よさこい咲都合同庁舎８階
 　自衛隊高知募集案内所　☎ ８２３-２００６

◀高知地本
　サイト

ＪＲ高知駅

至イオン

高知
警察署 コーナン

至はりまや橋

N

S

四国
銀行

高知よさこい
咲都合同庁舎（8F）

K’s
電気

　エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受
けた町民の方の生活や地域経済を支援することを目
的として、４月１日において住民基本台帳に記録さ
れている方を対象に、町内指定事業所で利用できる
商品券を１人あたり１万円分給付します。

　なお、商品券は世帯の給付対象者全員に係る分を
世帯主の方へ一括して４月下旬から送付します。
▪問い合わせ
　ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内）
　☎ ８９３-３８１０

物価高騰対策商品券を送付します
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お知らせ ！

町税及び保険料の口座振替不能通知書と納付書の送付を終了します

　町税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を口座振替により納付されている方で、口座振替ができな
かった場合には口座振替不能通知書と納付書を送付していましたが、令和８年４月から送付を終了します。
　再振替は行っていませんので、納期限の前日までに預貯金口座の残高を必ずご確認ください。
▪問い合わせ　町民課　☎ ８９３‒１１１７

　４月・６月・８月の特別徴収金額は、原則として２月の特別徴収金額と同額を徴収します。
　ただし、国民健康保険税は、現在特別徴収されている方のうち令和８年度中に世帯主が75歳になられる
方は、４月以降は特別徴収しません。
　なお、通知書は、７月の本算定時に送付します。
　また、これまで納付書又は口座振替で納められていた方で、新たに４月から特別徴収が開始される方は、
４月上旬までに通知書を送付しますのでご確認ください。
▪問い合わせ　町民課	 ☎ ８９３-１１１７
　　　　　　　 吾北  住民福祉課	 ☎ ８６７-２３００　　　 本川  住民福祉課	☎ ８６９-２１１２

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の特別徴収（年金からの
天引き）について

　地球温暖化の防止及び地域における再生可能エ
ネルギーの導入促進を図るため、町内で居住又は
事業完了までに居住を予定し、新たに住宅用太陽光
パネル及び蓄電池等を設置する者、既に太陽光パネ
ルを設置している者であって、新たに蓄電池等を設
置する者、又は既に蓄電池設備等を設置している者
であって、新たに発電システムを設置する者に対し、
予算の範囲内において補助金を交付します。詳細は
町ホームページに掲載予定の補助要綱をご確認くだ
さい。

▶補助内容
①太陽光パネル　１kWあたり４万円
※上限20万円
②蓄電池　１kWhあたり４万円
※上限40万円
③Ｖ２Ｈ充放電設備　銘柄ごとに指定する額
※上限30万円
※②と③はどちらか選択
▶受付期間　令和８年４月13日～
▪問い合わせ　総合政策課　☎８９３‒１１１２

　企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団
体の地方創生の取組に対して、企業が寄付という形
で応援した場合に、税制上の優遇措置が受けられる
制度です。
　この度、町の地方創生の取組に対し、２社よりご
寄付を賜りました。厚くお礼申し上げます。
　いただいた寄付金は、いの町まち・ひと・しごと
創生推進事業の「ひとが集う、安心して暮らすこと

ができる魅力的な地域をつくる」分野で活用させて
いただきます。
　紙上を持ちまして、厚くお礼を申し上げます。
ご寄付企業（敬称略・五十音順）
・紀和工業株式会社
・株式会社サン土木コンサルタント

総合政策課

「いの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金」について

企業版ふるさと納税寄付のお礼

　合併10周年を記念して平成26年度に完成した
「いの町史」を販売中です。
　本書は、小中学生にも読める町史をコンセプトと
して編纂されました。未来に残したいふるさとの写
真も多数収録され、町民の皆さんから募った未来へ
のメッセージも掲載しています。

　町民の皆様方にはぜひ読んでいただきたい1冊と
なっていますので、ご購入をよろしくお願いします。
▶販売場所　教育委員会事務局・各教育事務所
▶金　　額　１冊　5,500円（税込）
▪問い合わせ
　教育委員会事務局　☎ ８９３‒１９２２

「いの町史」販売のお知らせ
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マイナンバーカードの時間外窓口の開設について

　業務時間内に来庁できない方のために、マイナン
バーカードの時間外窓口を開設します。
▶実施日
（夜間開庁日）４月23日（木）　17：30～20：00
　　　　　　　５月28日（木）　17：30～20：00
（休日開庁日）４月26日（日）　  9：00～12：00
　　　　　　　５月24日（日）　  9：00～12：00
▶実施場所　本庁舎２階町民課⑪番窓口
▶取扱い業務
・マイナンバーカードの交付
・マイナンバーカードの申請補助

・電子証明書の更新
▶注意事項
　夜間、休日とも完全予約制です。実施日の前日ま
で（休日開庁日は直近の金曜日まで）に電話で予約
をお願いします。なお、予約の受付は役場の開庁時
間内（８：30～17：15）に限ります。
　必要書類等についても説明しますので、下記まで
ご連絡ください。
　予約がなかった日は開設しません。必ず事前に予
約したうえでお越しください。
▪問い合わせ　町民課　☎ ８９３-１１１７

固定資産税課税台帳の閲覧について

　納税義務者が所有する固定資産について、課税台
帳に記載された事項を確認できる制度です。
　納税通知書発送時に同封する課税明細書により、
ご自分の資産に対する課税内容を確認できますが、
固定資産課税台帳の閲覧や固定資産課税台帳に記載
された事項の証明の交付を受けることによっても確
認することができます。
　この閲覧制度については、借地人・借家人などの
賃借権などを有する方も対象ですが、借地人などで
ある方についてはその賃借権などを有する土地につ
いて、借家人などである方についてはその賃借権な
どを有する家屋及びその敷地である土地についての
み、閲覧又は証明の交付を受けることができます。
▶閲覧期間
　随時（土、日、祝日を除く８：30～17：15）
▶閲覧できる方
　納税義務者、納税管理人及び代理権を有する代理
人、借地人・借家人など
▶閲覧場所　町民課、各総合支所住民福祉課
▶記載事項
　土地：所有者の氏名、所在、地番、地目、地積、

価格など
　家屋：所有者の氏名、所在、家屋番号、種類、構

造、床面積、価格など
▶閲覧手数料　一所有者につき 300円
（ただし、納税義務者については縦覧期間中無料です。）
▶閲覧に必要なもの
　納税通知書又は課税明細書。これらの書類がない
場合は、マイナンバーカード、運転免許証など本人
を確認できるもの（法人の場合は会社印又は代表者
印など）。なお、代理人の場合は、このほかに委任状
が必要です。
※借地人・借家人などについては、別途賃貸借契約

書・領収書などの書類が必要です。

固定資産税課税台帳の縦覧について

生活保護法の規定による生活扶助を受け
ている方の固定資産税減免申請について

　納税者が所有する土地・家屋の評価額を、町内の
他の土地・家屋と比較し、適正であることを確認す
ることができます。
▶縦覧期間
　４月１日（水）～４月30日（木）
　（土、日、祝日を除く８：30～17：15）
▶縦覧できる方
　納税者、納税管理人及び代理権を有する代理人
※土地・家屋を所有していても固定資産税が課税さ

れていない方は、縦覧資格がありません。なお、
自己の土地・家屋の価格と他の土地・家屋の価格
を比較する目的以外は、縦覧できません。

▶縦覧場所
　町民課、各総合支所住民福祉課
▶記載事項
　土地：所在、地番、地目、地積、価格
　家屋：所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
▶縦覧手数料
　無料
▶縦覧に必要なもの
　納税通知書又は課税明細書。これらの書類がない
場合は、マイナンバーカード、運転免許証など本人
を確認できるもの（法人の場合は会社印又は代表者
印など）。なお、代理人の場合は、このほかに委任状
が必要です。

　生活扶助を受けている方で減免申請をされる方は、
４月23日（木）までに減免申請書を町民課、各総合
支所住民福祉課に提出してください。なお、申請前
に納税された場合は減免の対象になりません。

▪問い合わせ　町民課　☎ ８９３-１１１７
　　　　　　　 吾北  住民福祉課　☎ ８６７-２３００　　 本川  住民福祉課　☎ ８６９-２１１２
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お知らせ ！

伊野南墓地公園使用者の募集について

▶申込書及び募集要項配布場所
　下記場所で、４月１日（水）から配布します。
　環境課・吾北総合支所住民福祉課・本川総合支所住民福祉課・枝川出張所・八田出張所
　※いの町ホームページからも募集要項をダウンロードできます。
▶申込受付　４月１日（水）～４月24日（金）　環境課窓口　８：30～17：15
　※土、日曜日、祝日を除く。※郵送の場合は４月24日（金）消印分まで有効
▶申込みの資格
　次のいずれかの条件を備える方で、使用許可後２年以内に確実に墓碑等の設置ができる方。
　①いの町内に住所を有する方。
　②いの町内に本籍を有する方。
　③いの町内に現に故人のお墓を有し、改葬先として、伊野南墓地公園を希望する方。
▶募集区画（規定区画）

規定区画 間口×奥行 区画数 １区画使用料
1.2坪（約4.1㎡）　W-11-1　W-12-2 1.71m×2.40m ２区画 656,000円
1.5坪（約5.1㎡）　W-10-1 2.13m×2.40m １区画 816,000円
1.5坪（約5.1㎡）　W-6-34　E-9-30 1.70m×3.00m ２区画 816,000円

　※１区画使用料は、永代使用料・維持管理料を合計したものです。
▶永代使用料　1㎡あたり 130,000円
▶維持管理料　1㎡あたり   30,000円
▶申込みに必要なもの
　・伊野南墓地公園使用申込書（所定の様式）… １通
　・印鑑（認め印で可）
▶添付書類
　・住所要件で申し込まれる方は、本籍地が記載された住民票で世帯全員の記載のあるもの … １通
　・本籍要件で申し込まれる方は、世帯全員の記載のある戸籍の附票、又は、本籍地が記載された住民票で

世帯全員の記載のあるもの … １通
　・お墓がいの町内にあることのみの要件で申し込まれる方は、申立書（別途、墳墓の位置図や写真といっ

た墳墓の所在をあきらかにする書類を添付）と本籍地が記載された住民票で世帯全員の記載のあるもの
… １式

▶申込みの注意事項
　①申込みは１世帯１区画とします。重複の申込みはできません。
　②既に使用許可を受けている世帯の方は申込みの対象になりません。
　③「申込者」以外は墓地の使用ができませんので、必ず｢使用者」となる方の名前で申し込んでください。
　④募集区画数を超える申込みがあった場合は、抽選により使用者を決定します。また、募集区画数に満た

ない申込みであった場合においても、区画の選択順を決定するため、抽選を実施します。
　⑤申込みについては、代理の方でもかまいませんが、抽選会には申請者ご本人又は委任状持参者がお越し

ください。
　⑥本籍要件のみで申し込まれる方、又はお墓がいの町内にあることのみの要件で申し込まれる方は、いの

町内在住の方を代理人として選定していただきます。
　⑦お墓がいの町内にあることのみの要件で申し込む場合は、現地確認に立ち会っていただく場合があります。
　⑧申込み前に、伊野南墓地公園の現地を確認しておいてください。
　⑨詳細については、「伊野南墓地公園使用者募集要項」をご覧ください。
　⑩抽選会は、５月17日（日）いのホールで行います。
▶見学会について
　以下の日程で見学会を実施いたします。参加を希望される方は、見学日の３日前までに環境課へご連絡く
ださい。
　⃝実施日　①４月15日（水）10：00～12：00　　②４月19日（日）10：00～12：00
　⃝内　容　園内の案内、質疑応答（各日、30分ごと（計４回実施））
▪問い合わせ　環境課　☎ ８９３‒１１６０
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生ごみ処理容器無償貸付について

森林に関する届出について

▶対象者
⃝いの町の住民基本台帳に登録されている方
⃝町内に容器を設置し、維持管理ができる方
⃝生ごみ処理容器から排出される堆肥化物を適正に

処理できる方
▶対象基数
　生ごみ処理容器（次の２種類）…１世帯につき２
基を貸出し
⑴好気性生ごみ処理容器（庭や畑などの屋外に設置）

⑵嫌気性生ごみ処理容器（密閉式で屋内設置可能）
※過去に貸付を受けている方は、おおむ

ね10年を経過し、破損などにより使
用できない場合が対象となります。

▪申請・問い合わせ
　環境課	 ☎ ８９３-１１６０
　 吾北  住民福祉課	 ☎ ８６７-２３００
　 本川  住民福祉課	 ☎ ８６９-２１１２

森林の立木を伐採するときには届出が必要です
▶対象となる森林
　保安林などを除く民有林（県が定める地域森林計
画の対象森林）です。なお、保安林については、県
への伐採許可申請などが必要になります。
▶手続き方法
１．届出対象者
　　森林所有者や立木を買い受けた方など、立木の

伐採について権原を有する方となります。
　①自分で、あるいは請負によって伐採する場合は、

森林所有者
　②伐採業者などが森林所有者から立木を買い受け

て伐採する場合は、森林所有者と買い受け人の
連名

２．届出期間など
　　伐採を始める90日から30日前までに伐採する

森林がある市町村長に届出をしてください。
　　なお、主伐を行った場合は、伐採後の造林が終

わった日、あるいは伐採が終わった日から30日
以内に、森林の状況報告が必要になります。

森林の土地を取得した方は届出が必要です
▶届出対象者
　個人・法人を問わず、平成24年４月１日以降に
売買や相続などで森林の土地を新たに取得した方は、
面積にかかわらず届出をしなければなりません。ま
た、平成24年３月31日以前に森林の土地を取得し
た方でも、平成24年４月１日以降に遺産分割協議
が成立した場合には届出が必要です。ただし、国土
利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている
方は対象外です。
▶届出期間及び届出先
　土地の所有者となった日から90日以内に、取得
した土地のある市町村長に届出をしてください。
▶届出事項
　届出書には、届出者と前所有者の住所・氏名、所
有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所
在場所・面積とともに、土地の用途などを記載しま
す。添付書類として、登記事項証明書又は土地売買
契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、
土地の位置を示す図面が必要です。

合併処理浄化槽の設置補助について

　町では、生活排水による水質汚濁を防止するため
に、家庭の雑排水（台所、風呂、洗濯などの排水）と、
し尿をあわせて処理する合併処理浄化槽を設置され
る方に、予算の範囲内で補助金を交付しています。
　汲み取り便槽又は単独処理浄化槽から合併処理浄
化槽へ転換する場合にも、補助金の対象となる場合
があります。
※汚水処理未普及解消につながらない設置や、補助

金交付決定前の事業着手、設置済みの浄化槽は補
助金交付の対象となりませんのでご注意ください。

　詳しくは上下水道課へお問い合わせください。
▶受付開始日　６月１日（月）
▪受付・問い合わせ
　上下水道課　☎ ８９３-１１６１

浄化槽をお使いの方には、保守点検・清掃・法定
検査を定期的に行うことが義務付けられています。
適切な維持管理が行われないと生活排水がきちん
と処理されず、環境を汚してしまいますので必ず
行うようお願いします。

　所定の届出様式は、いの町ホームページからダウンロードしていただくか、問い合わせ先で受け取ること
ができます。
▪問い合わせ　森林政策課	 ☎ ８６７-２３２２　　産業経済課　☎ ８９３-１１１５
　　　　　　　 本川  産業建設課	 ☎ ８６９-２１１５



14広報いの　2026年4月号広報いの　2026年4月号

お知らせ ！

犬を飼う時はルールを守ることが大切です

　狂犬病予防法により、犬の飼い主は、犬を取得した日（生後90日以内の犬を取得した場合は生後90日を
経過した日）から30日以内に、犬の所在地の市町村長に犬の登録を申請することが定められています。
　犬の登録は飼い主の義務になりますので、必ず手続きを行ってください。
　また、次の場合にも市町村に届出をするようにお願いします。 
　①犬を連れての転入（いの町に届出）
　②犬を連れての転出（転出先の市町村に届出）
▶犬に関する届出が一部オンライン申請で行えるようになりました
　犬の死亡届と登録事項変更届（犬の所有者変更、犬の所有者の住所変更、犬の所在地変更、電話番号の変
更や犬の名前を変更した場合など）が、パソコンやスマートフォンで行えるようになりました（窓口での受
付も引き続き行います）。

▶犬のふんは持ち帰りましょう
　公園や道路、側溝などに犬のふんを放置することは、地区のみなさんの迷惑になります。衛生面でも悪影
響を及ぼしますので、犬のふんは必ず持ち帰って可燃ごみとして処分してください。また、ふんやおしっこ
をしたあとは水で流しましょう。
▶飼い主が誰であるのか分かるようにしましょう
　犬がいなくなったなどのお問い合わせが増えています。犬が飼い主とはぐれて
しまった時に備えて所有者明示をしましょう。
▶所有者明示の方法
　鑑札、狂犬病予防注射済票、マイクロチップ
　飼い主の氏名、電話番号など連絡先を記した首輪や迷子札
▪問い合わせ　環境課	 ☎ ８９３‒１１６０
　　　　　　　 吾北  住民福祉課	 ☎ ８６７‒２３００　　 本川  住民福祉課	 ☎ ８６９‒２１１２

◀犬の死亡
◀犬の登録事項
　変更届

猫の飼い方について

▶猫は屋内で飼いましょう
　屋内飼育で近隣に迷惑をかけず、不幸な事故や感染症から飼い猫を守ることができます。
▶無責任なエサやりをしないようにしましょう
　猫がかわいいからという理由だけでエサやりをしてしまうと、たくさんの猫が寄りついてしまいます。寄
りついた猫が地域に居着き繁殖してしまうと、フン害など近隣の方に迷惑がかかります。無責任に動物に接
しないようにしてください。
▶飼育放棄をやめましょう
　飼っている猫が増えすぎて管理ができなくなり遺棄する事例が増えています。
生まれた猫についても責任をもって世話をするようにしましょう。
▶里親探しに努めましょう
　終生飼育（ペットが生涯を終えるまで適正に飼育すること）は飼い主の義務と定められています。引っ越
しや経済的な理由などでどうしても飼えなくなった場合は、新たな飼い主を
探しましょう。地域の情報サイト「ジモティー」では犬や猫の里親探しの情
報を掲載することもできますので是非ご活用ください（町では、(株)ジモテ
ィーと連携協定を締結しています）。
▪問い合わせ　中央西福祉保健所衛生環境課　☎ ０８８９‒２２‒２５８８
　　　　　　　環境課　☎ ８９３‒１１６０
　　　　　　　 吾北  住民福祉課　☎ ８６７‒２３００　　 本川  住民福祉課　☎ ８６９‒２１１２

◀ジモティー



広報いの　2026年4月号広報いの　2026年4月号15

いの町スポーツ奨励金について

令和８年度スポーツ安全保険のご案内

　町では、町民のスポーツ意識の高揚及び競技力の
向上、スポーツ活動の促進を図るため、各種競技に出
場する選手や団体に対し、奨励金を交付しています。
▶対象者
・個人　出場大会当日にいの町内に住所を有し、住

民基本台帳に記載されている者
・団体　出場大会当日にいの町体育会又はスポーツ

少年団に登録している団体　
▶対象大会
・国際大会（オリンピック、パラリンピック、デフ

リンピック、スペシャルオリンピック、世界選手
権等）

・全国大会（国民スポーツ、全国パラスポーツ等）
　ただし予選会又は選考会を経て出場した場合に限
る。
　また、同一の年度内において申請できる回数は、
個人並びに団体とも１回までです。　
▪問い合わせ
　教育委員会事務局　☎ ８９３-１９２２

　スポーツ安全保険は、４名以上の団体・グループが加入でき、団体活動中の事故等が対象となります。
　補償内容や掛金は加入区分によって異なりますので、詳しくはホームページをご覧ください。
▶対象期間　４月１日～令和９年３月31日（水）
▪問い合わせ　公益財団法人高知県スポーツ協会　☎ ８２０-１７５５

　カンの分別にご協力お願いします

▶カン（資源ごみ）とは？
　ジュース、酒類、缶詰、のり、おかしなど、中身
に飲料・食品が入っていた容器です。
　中身を取り出し、水洗いをして出してください
（タバコなどの異物は混入させないでください）。
　飲食用のカン以外の金物（金属製のふた、スプレー

缶、飲食用以外の缶、その他金物類）は、不燃ごみ
で出してください。
▪問い合わせ
　環境課	 ☎ ８９３-１１６０
　 吾北  住民福祉課	 ☎ ８６７-２３００
　 本川  住民福祉課	 ☎ ８６９-２１１２

資源ごみ 不燃ごみ飲料・食品が
入っていた容器

スプレー缶
ガスボンベ

金属製の
ふた

その他
金物類

不燃ごみ

資源ごみ

飲料の入って
いたカンでも

パッキンの付いた
フタは不燃ごみ

になります。



16広報いの　2026年4月号広報いの　2026年4月号

いの町13区−１地区自主防災会　知事表彰を受賞

　２月９日、高知市内で「高知県自主防災組織知事表彰　表彰式」が
行われ、伊野地区の、いの町13区-１地区自主防災会が受賞しました。
　この表彰は、地域防災活動において顕著な功績があり、取組強化を
図るなど模範となる自主防災組織に対して贈られるものです。　
　本自主防災会は、南海トラフ地震対策として、災害時に住民の安否
を迅速に確認する仕組みとして「無事な人は玄関や庭先に黄色い旗を
掲げる」安否確認訓練や仁淀川の洪水対策として、民間施設と連携し
た避難訓練の実施、さらには、土砂災害の学習会などの取組が高く評
価されました。

お知らせ ！

春の全国交通安全運動にご協力をお願いします

新入団員の紹介

伊野保育園で防火フェスティバルを開催

枝川小学校で初午行事を開催

　４月６日（月）から15日（水）にかけ、春の全国交通安全運動が実施されます。
　この運動は、交通ルールやマナーをあらためて見直し、交通事故を防ぐことを目的としています。一人ひ
とりの心がけが、大切な命を守ります。歩行者も、運転する方も、思いやりのある行動を心がけましょう。
　期間中は、次の３点を重点目標としています。
　（１）通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保
　（２）「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上
　（３）自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底

　新たに消防団に入団された方を紹介します。地域での消防・防災活動におけるご活躍を期待します。また、
地域におきましても新入団員の消防団活動にご支援をお願いします。

　伊野方面隊　三瀬分団　片岡　憲哉 さん

　春の火災予防運動期間中の３月７日に、伊野保育園で
防火ふれあい行事防火フェスティバルが実施されました。
　園児はいの町消防団伊野分団の団員等とともに、放水
体験を通じて火災予防の啓発に取り組みました。

　いの町消防団枝川分団主催による
初午行事が、２月６日に枝川小学校
グラウンドで、認定こども園えだが
わの園児、枝川小学校の児童の参加
により、にぎやかに行われました。
　園児と児童は、ドクターヘリの見
学、消防車の乗車体験、放水体験な
どを通じて、楽しみながら火災予防
や防災について学びました。



有
料
広
告

広報いの　2026年4月号広報いの　2026年4月号17

令和８年５月から防災気象情報が新しくなります

　令和８年５月下旬（予定）から新たな防災気象情報の運用が開始されます。
　新たな防災気象情報では、河川氾濫・大雨・土砂災害の警報などを、避難行動に対応した５段階の警戒レ
ベルと整合させ、災害発生の危険度に応じたレベルの数字を名称に含めて発表します。レベル５に相当する
河川氾濫の特別警報や警戒レベル４に相当する危険警報も新たに開始するなど、現行の大雨警報・注意報な
どが大きく変わります。
　レベル３警報やレベル４危険警報が発表されたら、
自治体からの避難指示等に十分留意いただくととも
に、大雨で危険度が高まった地域が地図で表示され
る「キキクル」や河川の水位情報を参照して、危険
な場所にいる方は早めの避難を心がけてください。

補助金を活用して地震から命を守ろう！

▪申込・問い合わせ　事前に申請手続きが必要です。下記までお問い合わせください。
　総務課危機管理室　☎ ８９３‒１１１３
　 吾北  住民福祉課　☎ ８６７‒２３００　　 本川  住民福祉課　☎ ８６９‒２１１２

住宅の耐震改修 老朽住宅等の除却

ブロック塀等の安全対策

大きな地震で住宅が倒壊しないように
改修・補強にかかった費用への補助
※昭和56年5月31日以前に建築された住宅が対象

耐震診断　無料（木造のみ）

耐震設計（補助額上限   33万円）

耐震改修（補助額上限 130万円）

避難路沿道に位置する老朽化した危険な住宅等の
除却工事にかかった費用への補助
老朽化した危険な住宅（空き家）
　除却費の８割まで（補助額上限 164.5万円）
老朽化した危険な住宅等（空き家以外）
　除却費の４割まで（補助額上限   54.8万円）
耐震性の低い木造住宅（昭和56年5月31日以前の建築）
　除却費の23％まで（補助額上限  30万円）

避難路に面している危険性の高いブ
ロック塀の撤去及び新しい生垣・フェ
ンスへの改修にかかった費用への補助
（補助額上限 40万円）

家具等安全対策
地震発生時における家具の転倒や収納物の落下、
ガラス飛散による被害を防止・軽減する目的で行
う防止対策及び感震ブレーカーの設置にかかった
費用への補助（補助額上限 3.2万円）
※家具の転倒防止対策等については、住宅の耐震改修制度に

基づき登録された工務店が行う場合が対象
※感震ブレーカーの設置については、電気工事業者等が行う

場合が対象
※業者に依頼せず、自分で材料を購入し取り付ける場合は対

象外

◀いの町・
耐震ホーム
ページ

◀新たな防災気象情報に
　関する特設ページ
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病後児保育室そらいろ

いの町多子世帯保育料等軽減補助金のお知らせ

　病気の回復期にあり、集団保育や通学が困難なお
子さまを、下記の施設でお預かりします。利用には
事前登録が必要です。ぜひご利用ください。
▶場所
⃝病後児保育室そらいろ　いの町1510番地1
　いの町総合健康センター内（ぐりぐらひろば２階）
⃝病後児保育室そらいろ吾北分室
　いの町上八川甲2010番地
　いの町立吾北中央公民館内
⃝病後児保育室そらいろ本川分室

　いの町長沢123番地8
　本川プラチナ交流センター内
▶対象児童
　町内に住所を有する満６か月から小学校３年生まで
の、保育園等に通園又は小学校に通学している児童
▶利用料金　・４時間未満／1,000円
　　　　　　・４時間～　／2,000円
　（市町村民税非課税世帯、生活保護世帯は無料）
▪問い合わせ
　教育委員会事務局　 ☎ ８９３-１９２２

　町では子育て支援の一環として、保護者の経済的
負担の軽減を図るため、保育料に対して助成する制
度を実施しています。
▶補助対象
　いの町に住所を有し、18歳未満の児童が２人以
上いる世帯で、届出認可外保育施設（無認可の事業
所内保育所や託児所等）へ通所する児童がいる世帯

▶補助金額
・第２子は、保護者負担額の全額または半額
・第３子は、保護者負担額の全額
※申請手続きの詳細についてはお問い合わせくださ

い。
▪申請・問い合わせ
　教育委員会事務局　☎ ８９３‒１９２２

お知らせ ！

すこやかセンター伊野内　ほけん福祉課　☎ ８９３-３８１０
◀いの町
　ホームページ

✿いのファミリー・サポート・センターはっぴぃは、いの町が運営し、地域の子育て
　支援活動のお世話をしています。お手伝いをしてほしい子育て世帯（おねがい会員）
　と、お手伝いができる方（まかせて会員）が、地域において助け合う、会員制の
　有償ボランティア組織です。

地域の子育てをみんなで支えよう！

［例えばこんなとき、ご相談ください］
子育て中の『困った』
助けてくれませんか？

●仕事の都合で保育園の
　お迎えに間に合わない！
●土日に仕事が入った！
●たまには子どもと離れて
　リフレッシュしたい

子育てのお手伝いが
したいです！

●退職して時間に余裕が
　できた
●地域で役に立ちたい
●子どもが大好きだから
　何か手伝いたい

＊詳細はお気軽にお問い合わせください

住み慣れた地域の中で「みんなで一緒に子育て」、この活動に賛同し、一緒に活動してくださる方を募集しています。

ファミサポアドバイザーが
お手伝いいたします

おねがい会員 まかせて会員

楽しいイベントや
子育てに役立つ
講習会なども
実施しています
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学びの多様化学校設置に向けて⑤

いの町総合教育支援センターの開設

▶施設改修完了
　子ども一人ひとりの状況に合わせた、学びの場や安心して過ごせる居場所を整えていきます。
　いの町の子どもたちにとって、新たな学びの場の選択肢となる学校として取組を行ってまいります。
▪問い合わせ
　教育委員会事務局　☎ ８９３-１９２２

　令和８年４月１日に、いの町総合教育支援センター（い
の町6032番地２）を開設しました。
　この施設は大きく２つの機能があります。１つ目は、子
どもの成長、学習、生活等についての相談窓口です。２つ
目は、不登校児童生徒の居場所や学びの場です。不登校の
子どもの居場所である「のぞみ教室」に加えて、４月から、
新たな学びの場として学びの多様化学校分教室「きぼう」
を併設し、不登校の支援を充実させます。
　今後、教育相談や不登校支援など、ワンストップ＆トー
タルな施設として取り組んでまいります。
▪問い合わせ
　教育委員会事務局　　　　　　☎ ８９３-１９２２
　いの町総合教育支援センター　☎ ８０３‒５０７６

畳を新調した和室 専用の相談室 児童生徒用の机と椅子 個別学習スペース
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ＴＨＵ

当日参加OK

当日参加OK

要予約（8組程度）

要予約（5組程度）

ＴＵＥ

↑「ぐりぐらつうしん」で
　毎月の講座や集いの
　詳細を発信中！
※　　　 　の講座は事前にお申し込みください。要予約

9：30～15：00 Mon～Fri 
８９２-３１５１
いの町1510-1

238

28

さんぽ

時　間：１０：００～１１：１５頃

お出かけしやすい季節です。近くの公園等

に、みんなでお散歩に行きませんか?

ＷＥＤ

わらべうたベビーマッサージ
時　間：１０：００～１１：３０

対　象：妊婦さん～産後６か月までの親子

持ち物：母子手帳・バスタオル

ＴＵＥ
21

時　間：１１：００～１１：３０頃

育児相談（ぐりぐらひろば）後に開催♪

この機会にぜひ遊びにお越しください。

はじめてさんのひろば

ＴＵＥ

要予約（6組程度）

14

時　間：１０：００～１１：３０頃

対　象：就学前までの親子

持ち物：母子手帳・バスタオル

ママのためのヒーリングヨガ

期　間：４/８(水)～５/１(金)まで

時　間：９：３０～１４：００頃

可愛い手形・足形でこいのぼりが作れます。

こいのぼり作り

新しい出会いの季節
��

元気いっぱい、いっしょにあそぼ♪
��

新しい出会いの季節
��

元気いっぱい、いっしょにあそぼ♪

パパにも

おすすめ！

AprilApril

子育て家庭のみなさんが、
安心して過ごせる集いのひろばです。
妊婦さんやパパの利用も大歓迎！
孫育てにもぜひご活用ください。
保育士等のスタッフも常駐しています♪

～ ぐりぐらひろばってどんなところ？ ～

▶Ｐｅｅｋ ａ ｂｏｏ
　日　時：４月１日（水）10：30～10：50
　対　象：０歳３か月くらい～３歳未満のお子様と保護者
　内　容：わらべうた・読み聞かせなど
▶みどりのたね
　日　時：４月25日（土）10：30～11：00
　対　象：３歳くらい～未就学のお子様と保護者
　内　容：読み聞かせ・手あそびなど
▶くつしたのあな　※事前申込制
　日　時：４月18日（土）10：30～11：00
　対　象：小学生
　内　容：ボードゲーム

▲▽ おはなし会 ▲▽

⃝定年後の日本人は世界一の楽園を生きる	 佐藤　優

⃝「発達障害」の解剖図鑑	 三田　晃史

⃝ピアノが弾けるようになる本	 ジェイムズ・ローズ

⃝90歳、男のひとり暮らし	 阿刀田　高

⃝グロリアソサエテ	 朝井　まかて

⃝最後の皇帝と謎解きを	 犬丸　幸平

⃝ウチの共有不動産揉めてます!	 桂　望実

⃝春かずら	 澤田　瞳子

⃝愛しいチグサ	 島田　荘司

⃝犯人と二人きり	 高野　和明

⃝ヤモリさんとご褒美	 群　ようこ

⃝おまあ推理帖	 諸田　玲子

■ 新着図書
『被告人、AI』

中山　七里／著
最新AIを搭載した介護ロボットが、利用者を殺
害した罪で起訴された。裁判を担当することに
なった東京地裁の判事補・高遠寺円は、被告人
との面談に臨むが…。『STORYBOX』連載を
書籍化。

『風を織る』
あさの　あつこ／著

深川の縫箔(刺繡)屋・丸仙の娘、おちえは、燃
え盛る火車と牡丹模様の不吉な小袖を大店「出
雲屋」の別邸に届ける。剣を捨てた職人・一
居も同行するが、邸内で5人の男に襲撃され…。
『Webジェイ・ノベル』掲載を書籍化。

図書館だより図書館だより
開館時間 　9：30〜18：00

本　　館 　休館日：月曜・祝日・蔵書点検期間
　　　　　　　　　 ℡：850-4360
枝川分室 　休館日：月曜・水曜・金曜・日曜・祝日
　　　　　　　　　 ℡：850-4350
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開館時間｜９：00～17：00
休 館 日｜毎週月曜日（ただし、祝日は開館し翌日休館）
電話番号｜８９３－０８８６
入 館 料｜大人 500円 / 小中高生 100円 / 65歳以上 250円（要年齢証明）
＊販売コーナーは、入場無料です。
＊購入日から１年間、何度でも入場できるお得な年間観覧券（1,500円）販売中！

ホームページ オンライン
ショップ

公式インスタ
グラム

EXHIBITION 特別展
あじさいの会　色鉛筆画展
開催中～4.8㊌

令和７年度手づくり紙芝居
コンクール優秀作品展
開催中～4.12㊐

村岡健佐 絵画展 −タケちゃん
の最初で最後の個展−
4.3㊎～4.5㊐

第35回いの町和紙ちぎり絵
サークル展  4.25㊏～5.6㊌

　色鉛筆で描いた作品、約30点を
展示します。

※会期初日は14：00～
　（オープニングイベントあり）
　台湾のちぎり絵
サークルによる作
品展です。土佐和
紙を用いて制作さ
れた作品を展示します。

　huzimon氏に
よる、和紙を主
とした作品を展
示します。

　あじさいの会会員による、色鉛筆
で描いた作品約50点を展示します。

　手づくり紙芝居コンクール上位入
賞の優秀作品を展示します。

　いの町在住の91歳の村岡氏が70
年あまりの間、描き続けた洋画・日本
画・はがき絵な
どを100点以
上展示します。
一部を無償で
お譲りします。

　いの町和紙ちぎり絵サークル会員
による和紙の魅力を表現したちぎり
絵、約50点を展示します。

上村久美子  色鉛筆画作品展
4.12㊐～4.26㊐

紙の幻想的な旅　高知－高雄　
紙芸術文化交流　楮紙による
ちぎり絵作品展 4.15㊌～4.21㊋

白黒展
4.29㊌～5.6㊌

◆ お知らせ ◆
連休期間中【4/25（土）～5/6（水）】は4/27（月）のみ休館します。

※紙の博物館１階ロビー（入館料無
料エリア）での開催です。

※予約不要です。開催時間内にお越
しください。

１．盛一馬の工作教室
　 4/29（水）～5/6日（水）
　 10：00～15：30
　 手軽に様々な工作が楽しめます。
２．Witchcraft Market
　 ～魔女のハンドメイドマーケット～
　 4/29（水）～5/2（土）
　 10：00～16：00
　 紙を用いたオリジナルのアクセサ

リーの販売や、ワークショップな
どを開催します。

３．土佐和紙マーケット2026
　 5/3（日）・5/4（月）
　 9：00～17：00
  （最終日は15：00まで）
　 和紙職人による和紙の販売会お

よび和紙作家さんによるワーク
ショップを開催します。

４．キラキラクラフトパーティー
　 5/5（火）・5/6（水）
　 10：00～16：00
　 紙を用いたワークショップなどを

開催します。

− イベント −
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